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中期目標（第１期） 中期目標案（第２期） 中期計画（第１期） 中期計画案（第２期） 見直し内容 

 

 

 

 

 

 

また、業務経費（システム開発費、

管理運用委託手数料を除く。）につい

ては、中期目標期間の最終年度におい

て、特殊法人時の最終年度（平成１７

年度）における資金運用業務に係る当

該経費と比べて４％以上節減するこ

と。 

なお、管理運用委託手数料について

は、運用手法に応じ、効率的かつ合理

的な水準とすること。 

 

（１期 第２ ５） 

 

併せて、給与水準については、目標

水準・目標期限を設定してその適正化

に計画的に取り組んでいるところであ

るが、引き続き着実にその取組を進め

るとともに、その検証結果や取組状況

を公表すること。 

また、業務経費（システム開発費、

管理運用委託手数料、短期借入に係る

経費を除く。）については、中期目標期

間の最終年度において、平成２１年度

比５％以上節減すること。 

 

 

なお、管理運用委託手数料について

は、運用資産額の増減等も考慮に入れ

つつ、引き続き低減に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、業務経費（システム開発費、

管理運用委託手数料を除く。）につい

ては、中期目標期間の最終年度におい

て、特殊法人時の最終年度（平成１７

年度）における資金運用業務に係る当

該経費と比べて４％以上の節減を行

う。 

なお、管理運用委託手数料について

は、運用手法に応じ、効率的かつ合理

的な水準を実現する。 

 

（１期 第１ ５） 

 

併せて、給与水準については、引き

続き着実に適正化に向けた取組を進

めるとともに、その検証結果や取組状

況を公表する。 

 

 

また、業務経費（システム開発費、

管理運用委託手数料、短期借入に係る

経費を除く。）については、中期目標

期間の最終年度において、平成２１年

度比５％以上節減する。なお、管理運

用委託手数料については、運用資産額

の増減等も考慮に入れつつ、引き続き

低減に努める。 

 

 

 

②給与水準の適正化等 

簡素で効率的な政府

を実現するための行政

改革の推進に関する法

律（平成１８年法律第

４７号）に基づく平成

１８年度から５年間で

５％以上を基本とする

削減等の人件費に係る

取組を引き続き着実に

実施する。 

また、給与水準につ

いては、目標水準・目

標期限を設定してその

適正化に計画的に取り

組んでいるところであ

るが、引き続き着実に

その取組を進めるとと

もに、その検証結果や

取組状況を公表する。 

 

 

「見直し内容」 

（１）長期的に安定し

た収益の確保に向けた

更なる取り組み 

○運用手法の見直し及

び運用受託機関等の選

定・管理の強化 

収益確保のための運

用手法の見直し及び運
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中期目標（第１期） 中期目標案（第２期） 中期計画（第１期） 中期計画案（第２期） 見直し内容 

用受託機関等の選定・

管理の強化のための取

り組みを進める。 

 また、運用収益を確

保する観点からは、現

に運用を行う運用受託

機関の選定が重要であ

ることから、運用実績

等を勘案しつつ、運用

受託機関を適時に見直

す。 

 さらに、運用受託機

関に対する委託手数料

については、運用資産

額の増減も考慮に入れ

つつ、引き続き低減に

努める。 

 

 ３．契約の適正化 

契約については、「独立行政法人の契

約状況の点検・見直しについて」（平成

２１年１１月１７日閣議決定）に基づ

き、競争性のない随意契約の見直しを

更に徹底して行うとともに、一般競争

入札等（競争入札及び企画競争・公募

をいい、競争性のない随意契約は含ま

れない。）についても、真に競争性が確

保されているか、点検・検証を行うこ

ととされている。この取組により、契

約の適正化を推進すること。 

 

 ３．契約の適正化 

契約については、「独立行政法人の契

約状況の点検・見直しについて」（平成

２１年１１月１７日閣議決定）に基づ

き引き続き適正化を推進する。 

「見直し内容」 

③契約の点検・見直し 

契約については、「独

立行政法人の契約状況

の点検・見直しについ

て」（平成２１年１１月

１７日閣議決定）に基

づき、競争性のない随

意契約の見直しを更に

徹底して行うととも

に、一般競争入札等（競

争入札及び企画競争・

公募をいい、競争性の

ない随意契約は含まれ
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中期目標（第１期） 中期目標案（第２期） 中期計画（第１期） 中期計画案（第２期） 見直し内容 

ない。）についても、真

に競争性が確保されて

いるか、点検・検証を

行うこととされてい

る。 

この取組により、契

約の適正化を推進す

る。 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

「第２ 業務運営の効率化に関する

事項」で定めた事項に配慮した中期計

画の予算を作成し、当該予算による運

営を行うこと。 

 

（１期 第４） 

 

第５ 財務内容の改善に関する事項 

「第４ 業務運営の効率化に関する

事項」で定めた事項に配慮した中期計

画の予算を作成し、当該予算による運

営を行うこと。 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

「第１ 業務運営の効率化に関する

目標を達成するためとるべき措置」で定

めた事項に配慮した中期計画の予算を

作成し、当該予算による適正かつ効率的

な運営を行う。 

 

（１期 第３） 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

「第３ 業務運営の効率化に関する

目標を達成するためとるべき措置」で定

めた事項に配慮した中期計画の予算を

作成し、当該予算による適正かつ効率的

な運営を行う。 

 

  第４ 予算、収支計画及び資金計画 

１．予算 

別表 1のとおり 

２．収支計画        

別表 2のとおり    

３．資金計画 

別表 3のとおり 

 

（１期 第４） 

第５ 予算、収支計画及び資金計画 

１．予算 

別表 1のとおり 

２．収支計画        

別表 2のとおり    

３．資金計画 

別表 3のとおり 

 

※ 別表３については、財投債 

 の期限前売却が可能となるよ 

う、欄外に「投資回収金収入 

には寄託金償還にあてるため 

の財投債の売却代金を含む」 

を記載 
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中期目標（第１期） 中期目標案（第２期） 中期計画（第１期） 中期計画案（第２期） 見直し内容 

  第５ 短期借入金の限度額 

短期借入金の計画なし 

 

（１期 第５） 

 

第６ 短期借入金の限度額 

１．短期借入金の限度額 

２０，０００億円 

２．想定される理由 

予見し難い事由による一時的な資

金不足等に対応するため。 

 

  第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に

供しようとするときは、その計画 

なし 

 

（１期 第６） 

 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に

供しようとするときは、その計画 

現在保有する全ての宿舎（日野宿

舎（横浜市）及び行徳宿舎（市川市））

を売却する。 

 

 

  第７ 剰余金の使途 

なし 

 

（１期 第７） 

 

第８ 剰余金の使途 

なし 

 

 

 

（２）主たる事務所の移転に伴う関係機

関との連携確保 

主たる事務所の神奈川県への移転

により業務の円滑かつ効率的な実施

に支障が生じることがないよう、関係

行政機関及び関係金融機関等との緊

密な連携の確保に努めること。 

 

（１期 第５ ４（２）） 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

１．主たる事務所の移転に伴う関係機 

関との連携確保 

主たる事務所の移転により業務の円

滑かつ効率的な実施に支障が生じるこ

とがないよう、関係行政機関及び関係

金融機関等との緊密な連携の確保に努

めること。 

 

 

 

（２）主たる事務所の移転に伴う関係機

関との連携確保 

主たる事務所の移転に当たって 

は、関係行政機関及び運用受託機関等

との連携を十分に図るための体制を

整備し、業務に支障が生じないような

措置を講じる。 

 

（１期 第８ ４（２）） 

 

第９ その他業務運営に関する重要事項 

１．主たる事務所の移転に伴う関係機  

関との連携確保 

主たる事務所の移転に当たっては、

関係行政機関及び運用受託機関等と

の連携を十分に図るための体制を整

備し、業務に支障が生じないような措

置を講じる。 

 

 

 ２．宿舎の売却手続き 

宿舎の売却については、所要の手続

きを完了させるよう努めること。 

（３）施設及び設備に関する計画 

なし 

 

（１期 第８ ４（３）） 

２．施設及び設備に関する計画 

宿舎の売却については、所要の手続

きを完了するよう努める。 

 

「整理合理化計画」 

運営の効率化及び自律

化 

【保有資産の見直し】
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中期目標（第１期） 中期目標案（第２期） 中期計画（第１期） 中期計画案（第２期） 見直し内容 

 ○日野宿舎等（２件）

の存廃について検討

し、事務所移転時を目

途に、結論を得る。 

 

   ３．中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間を超える債務負担に

ついては、管理及び運用業務を効率的

に実施するために、当該債務負担行為

の必要性及び適切性を勘案し、合理的

と判断されるものについて行う。 

 

 

  （４）職員の人事に関する計画 

①方針 

ア． 業務運営を効率的かつ効果

的に実施するため、組織編成

及び人員配置を実情に即し

て見直す。 

イ． 職員の努力及びその成果を

適正に評価する人事評価制

度を実施する。 

ウ． 職員の採用に当たっては、

資質の高い人材をより広く

求める。 

エ． 職員の資質の向上を図る観

点から、資産運用等の分野に

係る専門的、実務的な研修を

実施するほか、当該分野等の

資格取得を積極的に支援す

る。 

オ． 幅広い職務を経験させるた

め、他の関係機関との人事交

４．職員の人事に関する計画 

（１）方針 

① 業務運営を効率的かつ効果的に

実施するため、組織編成及び各部

門の人員配置を実情に即して見直

す。 

② 職員の努力及びその成果を適正

に評価する人事評価を実施する。 

 

③ 職員の採用に当たっては、資質

の高い人材をより広く求める。 

 

④ 職員の資質の向上を図る観点か

ら、資産運用等の分野に係る専門

的、実務的な研修を実施するほか、

当該分野等の資格取得を積極的に

支援する。 
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中期目標（第１期） 中期目標案（第２期） 中期計画（第１期） 中期計画案（第２期） 見直し内容 

流に取り組むことにより、業

務運営能力の向上を図る。 

 

②人員に係る指標 

期末の常勤職員数については、

期初の常勤職員数の１００％以

内とする。 

（参考 1） 

期初の常勤職員数 81人 

期末の常勤職員数 81人 

（参考 2） 

中期目標期間中の人件費総額見

込み 

 2,961百万円 

ただし、上記の額は、退職手当

及び福利厚生費（法定福利費及び

法定外福利費）を除いた費用であ

る。 

 

（１期 第８ ４（４）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人員に係る指標 

人員及び人件費の効率化に関し

ては、第３の２における人件費に

係る経費節減目標に基づいて取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

27 
 

 

（別添） 

○平成16年財政再計算における経済前

提 

物価上昇率 

長期（平成21年以降） 1.0％ 

 

賃金上昇率 

長期（平成21年度以降） 2.1％（実

質 1.1％） 

 

運用利回り 

長期（平成21年度以降） 3.2％（実

質的な運用利回り 1.1％） 

 

（参考） 

(単位：％） 

  平成 

18 

平成 

19 

平成 

20 

平成21 

以降 

  (2006) (2007) (2008) (2009) 

物価 

上昇率 
1.2 1.5 1.9 1.0 

賃金 

上昇率 
2.0 2.3 2.7 2.1 

［1.1］ 
［実質］ ［0.8］ ［0.8］ ［0.8］ 

運用 

利回り 
2.3 2.6 3.0 

3.2 

［1.1］ 

［実質 

（対賃

金上昇

率）］ 

［0.3］ ［0.3］ ［0.3］ 

 

 

 

 

（別添） 

○平成16年財政再計算における経済前

提 

物価上昇率 

長期（平成21年以降） 1.0％ 

 

賃金上昇率 

長期（平成21年度以降） 2.1％（実

質 1.1％） 

 

運用利回り 

長期（平成21年度以降） 3.2％（実

質的な運用利回り 1.1％） 

 

（参考） 

(単位：％） 

  平成 

18 

平成 

19 

平成 

20 

平成21 

以降 

  (2006) (2007) (2008) (2009) 

物価 

上昇率 
1.2 1.5 1.9 1.0 

賃金 

上昇率 
2.0 2.3 2.7 2.1 

［1.1］ 
［実質］ ［0.8］ ［0.8］ ［0.8］ 

運用 

利回り 
2.3 2.6 3.0 

3.2 

［1.1］ 

［実質 

（対賃

金上昇

率）］ 

［0.3］ ［0.3］ ［0.3］ 
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注１：物価上昇率は各年の数値、賃金

上昇率及び運用利回りは各年度の数値

を記載。 

 

注２：運用利回りは自主運用分の利回

りの前提である。平成 19 年度までの運

用利回りは、これに財投預託分の運用

利回り（平成 14 年度末の預託実績より

算出）を勘案した数値となる。 

 

 

注１：物価上昇率は各年の数値、賃金

上昇率及び運用利回りは各年度の数値

を記載。 

 

注２：運用利回りは自主運用分の利回

りの前提である。平成 19 年度までの運

用利回りは、これに財投預託分の運用

利回り（平成 14 年度末の預託実績より

算出）を勘案した数値となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


